
指 定 年 月 日
告 示 番 号

猪 名 川 上 流 A イ

昭和45. 9. 1　閣議決定
（改正）
平成21. 3.31　環境省告示
　　　　　　　　　　　 第14号

猪 名 川 下 流 (1) Ｂ ロ

猪 名 川 下 流 (2) Ｄ イ

神 崎 川 Ｂ ロ

昭和45. 9. 1　閣議決定
（改正）
平成13. 3.30　環境省告示
　　　 　　　　　  　　第17号

平成 3. 3.29　兵庫県告示
庄 下 川 庄 下 川 C ハ      　　　　　　　　第579号

   
平成 3. 3.29　兵庫県告示

昆 陽 川 昆 陽 川 C ハ      　　　　　　　　第579号
   

武 庫 川 上 流 A イ

武 庫 川 武 庫 川 中 流 B イ 昭和45.　9.　1　閣議決定

武 庫 川 下 流 C イ
平成 3. 3.29　兵庫県告示

夙 川 夙 川 C ハ      　　　　　　　　第579号
   
昭和60. 3.22　兵庫県告示

福 田 川 福 田 川 E ロ        　　　　　　  第451号

明 石 川 上 流 B イ 昭和48. 9. 4  兵庫県告示
                    第1415号

明 石 川 下 流 C ロ      
昭和60. 3.22  兵庫県告示

伊 川 C ロ                      第451号

昭和60. 3.22  兵庫県告示
谷八木川 谷 八 木 川 E ハ                      第451号

平成元. 3.22  兵庫県告示
喜 瀬 川 喜 瀬 川 D ハ                      第435号

    
加 古 川 上 流 A イ 昭和45. 9. 1     閣議決定

加 古 川 下 流 B ロ   

加 古 川 下 流 B ロ 昭和46. 5.25     閣議決定
加 古 川 昭和60. 3.22  兵庫県告示

志 染 川 B ロ                      第451号
  
平成 6. 3. 1   兵庫県告示

別 府 川 C ハ                       第289号
     

市 川 上 流 A イ 昭和48. 9. 4  兵庫県告示
市 川 市 川 下 流 B ロ                     第1415号

 
船 場 川 上 流 B イ 平成 3. 3.29  兵庫県告示

船 場 川                       第579号
船 場 川 下 流 C イ    
夢 前 川 上 流 A イ 昭和48. 9. 4  兵庫県告示
夢 前 川 下 流 B イ                     第1415号
揖 保 川 上 流 A イ 昭和48. 5. 1  兵庫県告示

揖 保 川                       第699号
揖 保 川 下 流 B ハ
千 種 川 上 流 AA イ

千 種 川 下 流 Ａ イ
昭和47. 6.23  兵庫県告示
                      第892号

平成13. 3.30　環境省告示
　　　 　　　　　　　  第17号

(箕面川合流点より下流及び藻
川 。 た だ し 、 藻 川 分
岐 点 か ら 藻 川 合 流 点 を 除 く )

(藻川分岐点から藻川合流点まで)

( 蒲 田 橋 よ り 上 流 )

水　系 水　　域　　の　　範　　囲 類型値 達成期間

室橋から下流)

( 宍 粟 市 千 種 町 西 山 字 川 原
( 林 田 川 合 流 点 よ り 下 流 )

( 林 田 川 合 流 点 よ り 上 流 )

淀 川

( 箕 面 川 合 流 点 よ り 上 流 )

明 石 川

千 種 川

８ ５ 番 地 の １ 地 先 に あ る

( 保 城 橋 か ら 下 流 )

( 保 城 橋 か ら 上 流 )

室橋から上流)
( 宍 粟 市 千 種 町 西 山 字 川 原

( 山 陽 線 鉄 橋 よ り 下 流 )

(   蒲田橋より潮止えん堤まで   )

(篠山川合流点より下流
                  山陽線鉄橋まで)

( 伊 川 合 流 点 よ り 上 流 )

( 本 流 全 域 )

(  仁豊野橋より潮止えん堤まで ）
( 仁 豊 野 橋 よ り 上 流 )

( 本 流 全 域 )

( 呑 吐 ダ ム 上 流 端 か ら 上 流 )

( 伊 川 合 流 点 よ り 下 流 )

( 本 流 全 域 )

( 篠 山 川 合 流 点 よ り 上 流 )

( 本 流 全 域 )

( 本 流 全 域 )

(伊川と明石川との合流点から
上流の伊川本流)

夢 前 川

( 本 流 全 域 )

(安威川、猪名川を除く神崎川)

（４）水質汚濁に係る環境基準の類型指定

８ ５ 番 地 の １ 地 先 に あ る

( 仁 川 合 流 点 よ り 下 流 )

(三田市大橋から
　　　       　仁川合流点まで)

( 三 田 市 大 橋 よ り 上 流 )

( 本 流 全 域 )



指 定 年 月 日
告 示 番 号

円 山 川 上 流 A ロ 昭和49. 3. 5  兵庫県告示
円 山 川 円 山 川 下 流 B イ                      第413号

  
昭和51. 1.23  兵庫県告示

竹 野 川 竹 野 川 A イ                      第143号
       
昭和51. 1.23  兵庫県告示

佐 津 川 佐 津 川 A イ                      第143号
       

矢 田 川 上 流 AA イ 昭和50. 2. 4   兵庫県告示
矢 田 川                      第186号

矢 田 川 下 流 A イ   

岸 田 川 上 流 AA イ
昭和50. 2. 4   兵庫県告示
                     第186号

岸 田 川 下 流 A イ  

昭和53. 3.24  兵庫県告示
湖 沼 A イ                      第652号

C ロ
昭和46.12.28 環境庁告示
                       第60号

C イ
B ロ 大阪湾海域
A ハ 昭和46.12.28 環境庁告示
A ロ                        第60号
A イ  （改正）
C イ 平成14. 3.29　環境省告示
B イ 　                     第33号
C イ
C イ
C イ
C ロ
C ロ
C イ
C イ 播磨海域
C イ 昭和46. 5.25    閣議決定
C イ
C イ
C イ
B ロ
B イ
A イ

昭和49. 5.13  環境庁告示
( 別 記 の 水 域 ) A ロ                        第39号

       
昭和52. 3.29  兵庫県告示

( 別 記 の 水 域 ) A イ                       第657号
  
昭和51. 1.23  兵庫県告示

( 別 記 の 水 域 ) A イ                       第143号
  
昭和51. 1.23  兵庫県告示

( 別 記 の 水 域 ) B イ                       第143号

(注) 達成期間の分類は、次のとおりとする。
(1) ｢イ｣は、直ちに達成
(2) ｢ロ｣は、5年以内で可及的すみやかに達成
(3) ｢ハ｣は、5年を超える期間で可及的すみやかに達成

洲 本 港 (2) ( 別 記 7 の 水 域 )
津 名 港 ( 別 記 8 の 水 域 )

大 阪 湾 (1) ( 別 記 1 の 水 域 )
大 阪 湾 (2) ( 別 記 2 の 水 域 )
大 阪 湾 (3) ( 別 記 3 の 水 域 )
大 阪 湾 (4) ( 別 記 4 の 水 域 )

播 磨 海 域 (12) ( 別 記 12 の 水 域 )
播 磨 海 域 (13) ( 別 記 13 の 水 域 )

播 磨 海 域 (1) ( 別 記 1 の 水 域 )
播 磨 海 域 (2) ( 別 記 2 の 水 域 )
播 磨 海 域 (3) ( 別 記 3 の 水 域 )
播 磨 海 域 (4) ( 別 記 4 の 水 域 )
播 磨 海 域 (5)

( 別 記 7 の 水 域 )

( 別 記 10 の 水 域 )

( 別 記 5 の 水 域 )
( 別 記 6 の 水 域 )

播 磨 灘 北 西 部 海 域

播 磨 海 域 (6)
播 磨 海 域 (7)

淡 路 島 西 部 ・ 南 部 海 域

山 陰 海 岸 地 先 海 域

津 居 山 港 海 域

播 磨 海 域 (9)
播 磨 海 域 (8)

播 磨 海 域 (10)
播 磨 海 域 (11) ( 別 記 11 の 水 域 )

( 別 記 8 の 水 域 )
( 別 記 9 の 水 域 )

大 阪 湾 (5) ( 別 記 5 の 水 域 )
洲 本 港 (1) ( 別 記 6 の 水 域 )

 

岸 田 川

水　系 水　　域　　の　　範　　囲 類型値 達成期間

(岸田川発電所放流合流点
                          より上流)

( 美 方 町 秋 岡 橋 よ り 下 流 )

(全　　　　    　　　　　　　　域)

(全　　　　    　　　　　　　　域)

(出石川合流点から港大橋まで)

海　域

( 新 川 運 河 を 含 む )

(岸田川発電所放流合流点
                          より下流)

兵 庫 運 河

(千苅ダムのえん堤及びこれ
に接続する陸岸に囲まれた
水域)

千 苅 水 源 池

( 美 方 町 秋 岡 橋 よ り 上 流 )

( 出 石 川 合 流 点 よ り 上 流 )



大   阪   湾   海   域 

(別記) 

 １ 兵庫県神戸港和田岬燈台と第一防波堤西端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤東端と同地点から東

方 13,900ｍの地点(北緯 34 度 40 分 8 秒、東経 135 度 21 分 21 秒)を結ぶ線、同地点と同地点から

南東 1,600ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点から南南西 11.300ｍの地点を結ぶ線、同地点と大阪

府貝塚市脇の浜332番地の4の海岸堤防と同府貝塚港埋立護岸法線との交点を結ぶ線および陸岸

により囲まれた海域であって、兵庫運河(新川運河を含む。)に係る部分を除いたもの(大阪湾(1)) 

 ２ 兵庫県神戸市妙法寺川河口右岸、同地点と同地点から南 500ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点

から東 11,500ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点から南東方 12,000ｍの地点(北緯 34 度 32 分 30

秒、東経135度20分44秒)を結ぶ線、同地点と同地点から南南西9.300ｍの地点を結ぶ線および同

地点と大阪府貝塚市近木川加工左岸を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、兵庫運河

〈新川運河を含む。〉および大阪湾（1）に係る部分を除いたもの(大阪湾（2）) 

 ３ 兵庫県神戸市妙法寺川河口右岸、同地点と同地点から南 500ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点

から東 5,700ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点から南東方 12,600ｍの地点（北緯 34 度 32 分 42 秒、

東経 135 度 16 分 54 秒）を結ぶ線、同地点と大阪府泉南郡南海町男里川河口左岸を結ぶ線および

陸岸により囲まれた海域であって、兵庫運河（新川運河を含む。）、大阪湾（1）および大阪湾（2）に係

る部分を除いたもの（大阪湾（3）） 

 ４ 兵庫県神戸市塩屋川河口右岸、同地点と同地点から南東方14,000の地点（北緯34度32分54秒、

東経 135 度 12 分 10 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から南方 11,500ｍの地点（北緯 34 度 26 分 48

秒、東経 135 度 13 分 32 秒）を結ぶ線、同地点と大阪府泉南郡岬町淡輪 5839 番地の 2 の地点を結

ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、兵庫運河（新川運河を含む。）、大阪湾（1）、同湾（2）、

尾崎港および淡輪港に係る部分を除いたもの（大阪湾（4）） 

 ５ 和歌山県和歌山市田倉崎と兵庫県淡路島生石鼻を結ぶ線、同島松帆崎と兵庫県明石市朝霧川河

口左岸を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、兵庫運河（新川運河を含む。）大阪湾（1）、

同湾（2）、同湾（3）、同湾（4）、尾崎港、淡輪港、洲本港（1）、同港（2）および志筑港に係る部分を除

いたもの（大阪湾（5）） 

6 兵庫県洲本港南防波堤、同防波堤先端と外北防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲

まれた海域（洲本港（1）） 

7 兵庫県洲本港外南防波堤、同防波堤先端と外北防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により

囲まれた海域（洲本港（2）） 



8 兵庫県津名港（旧志筑港）防波堤（外南）、同防波堤先端と防波堤（外北）の先端を結ぶ線、同防波

堤および陸岸により囲まれた海域（津名港） 

 

播    磨    海    域 

（別記） 

 １ 明石外港南防波堤灯台と同港西防波堤灯台を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（播磨海域

（1）） 

 2 兵庫県加古川播磨町二見地区埋立地南西端と播磨港区西防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および

陸岸により囲まれた海域、別府港区防波堤、同防波堤先端と同港区西防波堤先端を結ぶ線、同防

波堤および陸岸により囲まれた海域ならびに同防波堤、同防波堤西端と別府西港区西防波堤先端

を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域（播磨海域（2）） 

 ３ 高砂本港東防波堤、同防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲ま

れた海域（播磨海域（3）） 

 ４ 鐘淵化学工業高砂工業所敷地西南端から南東 500ｍの陸岸の地点と同地点から南西 500ｍの地

点を結ぶ線、同地点と同地点から北西 1,000ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点から北東に向かう

線と陸岸との交点を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域（播磨海域（4）） 

 ５ 曽根港東防波堤、同防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれ

た海域（播磨海域（5）） 

 ６ 東部工業港西防波堤、同防波堤先端と同港東防波堤西端を結ぶ線および陸岸により囲まれた海

域（播磨海域（6）） 

 ７ 飾磨港東防波堤、同防波堤先端と新日本製鉄広畑製作所敷地東南端を結ぶ線、同地点と同地点

から南 580ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点から西へ向かう線と広畑港東防波堤との交点を結ぶ

線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域（播磨海域（7）） 

 ８ 広畑港東防波堤、同防波堤先端と同地点から北西 620ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点から西

1,160ｍの地点を結ぶ線、同地点と東汐入川左岸導流堤南端を結ぶ線および陸岸により囲まれた海

域（播磨海域（8）） 

 ９ 網干港東防波堤先端と同港西防波堤先端を結ぶ線、同港西防波堤および陸岸により囲まれた海

域（播磨海域（9）） 

10 西部工業港のうちの水面貯木場に係る海域（播磨海域（10）） 

11 中川河口右岸、同地点から南南西 2,000ｍの地点、姫路市八木港灯台から南南西 2,000ｍの地点、



別府港西防波堤先端から南南西 2,000ｍの地点、瀬戸川河口右岸から南南西 2,000ｍの地点、明石

市谷八木川河口左岸から南南西 2,000ｍの地点および谷八木川左岸を順次結ぶ線および陸岸によ

り囲まれた海域であって、播磨海域（2）から播磨海域（10）までに係る部分を除いたもの（播磨海域

（11）） 

12 明石市林港西防波堤灯台、同灯台から南南西 2,000ｍの地点、明石市と神戸市の陸岸の境界であ

る陸岸の地点から南南西 2,000ｍの地点地点および同境界点を順次結ぶ線ならびに陸岸により囲ま

れた海域であって、播磨海域（1）に係る部分を除いたもの（播磨海域（12）） 

13 中川河口右岸から明石市と神戸市の境界である陸岸の地点に至る陸岸の地先海域であって播磨

海域（1）から播磨海域（12）までに係る部分を除いたもの（播磨海域（13）） 

 

播  磨  灘  北  西  部  海  域 

（別記） 

 相生市金ヶ崎と兵庫県西島手繰干埼を結ぶ線、同地点と香川県小豆島藤埼を結ぶ線、同地点と岡山

県稲鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（播磨灘北西部） 

 

山  陰  海  岸  地  先  海  域 

（別記） 

 京都府と兵庫県の境界である陸岸から兵庫県と鳥取県の境界である陸岸の地点に至る地先海域であ

って津居山港海域に係る部分を除いた海域 

 

津   居   山   港   海   域 

（別記） 

 港橋以北の水路並びに津居山港猿ヶ城燈台（豊岡市津居山猿ヶ城）と神水鼻（同市田結神水）を結ぶ

線、円山川港大橋及び陸岸により囲まれた海域 

 



淡  路  島  西  部  ･  南  部 

（別記） 

 淡路市松帆崎から南あわじ市門崎を経て洲本市生石鼻に至る陸岸の地先海域で、前記松帆崎と明

石市朝霧川河口左岸を結ぶ線及び前記生石鼻と和歌山県和歌山市田倉先を結ぶ線で区切られる兵

庫県に属する海域。ただし、播磨水域に係る海域を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



全窒素、全燐に係る水質環境基準の水域類型の指定 

湖沼 

水     域 該 当 類 型 達  成  期  間 
暫 定 目 標 

(平成 32 年度) 

告示年月日 

告 示 番 号 

千苅水源池 

(千苅ダムの堰堤

及びこれに接続

する陸岸に囲ま

れた水域) 

湖  沼  Ⅱ 

(全窒素の項目の

基準値を除く) 

段階的に暫定目標を達

成しつつ、環境基準の

可及的速やかな達成に

努める 

全燐 0.019mg/L 

平成 14. 4.30 

兵庫県告示 

第 689 号 

(改正)  

平成 29. 3.7 

兵庫県告示 

第 218 号 

 （備考）該当類型の欄中「湖沼Ⅱ」は、環境庁告示別表２の１の（２）のイに掲げる類型を示す。 

  

海域 

大   阪   湾   海   域 

 

水  域 該  当  類  型 環  境  基  準 
指定年月日 

告 示 番 号 

大 阪 湾 （イ） 

（別記 1 の水域） 
海   域   Ⅳ 

全窒素    1.0 mg/L 

全  燐    0.09 mg/L 
平成 ７. 2.28 

環境省告示 

第５号 

(改正)  

平成 17. 6. 3 

環境省告示 

第 47 号 

大 阪 湾 （ロ） 

（別記 2 の水域） 
海   域   Ⅲ 

全窒素    0.6  mg/L 

全  燐    0.05 mg/L 

大 阪 湾 （ハ） 

（別記 3 の水域） 
海   域   Ⅱ 

全窒素    0.3  mg/L 

全  燐    0.03mg/ L 

（備考） 該当類型の欄中のⅡ及びⅢは、環境庁告示（46.12.28 第 59 号）別表 2 の 2 の海域のイの表の

類型を示す。 

 

（別記） 

１ 兵庫県神戸港和田岬灯台と同港第一防波堤西端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤東端と同港第一南防

波堤北端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤南端と同県ポートアイランド埋立地南端を結ぶ線、同港第八防

波堤、同防波堤東端と同地点から東北東方 9,200ｍの地点（北緯 34 度 40 分 20 秒、東経 135 度 21 分



11 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から南東 1,600ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点から南方 12,200ｍ

の地点（北緯 34 度 33 分 12 秒、東経 135 度 22 分 52 秒）を結ぶ線、同地点と大阪府阪南港阪南四区北

防波堤基部から同防波堤に沿って 300ｍの地点を結ぶ線、同防波堤、同港阪南六区埋立地南端と同港

阪南五区埋立地西端を結ぶ線及び陸岸によって囲まれた海域（大阪湾（イ）） 

２ 兵庫県神戸市妙法寺川河口右岸、同地点と同地点から南 500ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点から

東 5,700ｍの地点を結ぶ線、同地点と同地点から南東方 12,600ｍの地点（北緯 34 度 32 分 54 秒、東経

135 度 16 分 44 秒）を結ぶ線、同地点と同地点から南南東方 9,000ｍの地点（北緯 34 度 28 分 4 秒、東経

135 度 18 分 1 秒）を結ぶ線、同地点と大阪府貝塚市近木川河口左岸を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域

であって、大阪湾（イ）に係る部分を除いたもの（大阪湾（ロ）） 

３ 和歌山県和歌山市田倉崎と兵庫県淡路島生石鼻を結ぶ線、同島松帆崎と兵庫県明石市朝霧川河口

左岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、大阪湾（イ）及び大阪湾（ロ）に係る部分を除いたも

の（大阪湾（ハ）） 

 

播    磨    海    域 

 

水    域 該 当 類 型 達成期間 
指定年月日 

告 示 番 号 

播磨海域（イ）   （別記 1 の水域） 海  域  Ⅲ 直ちに達成 

平成 8. 6. 4 

兵庫県告示 

第 854 号 

播磨海域（ロ）     （別記 2 の水域） 海  域  Ⅲ 直ちに達成 

播磨海域（ハ）   （別記 3 の水域） 海  域  Ⅲ 直ちに達成 

播磨海域（ニ）   （別記 4 の水域） 海  域  Ⅱ 直ちに達成 

淡路島西部･南部海域 （別記 5 の水域） 海  域  Ⅱ 直ちに達成 

 

（別記） 

１ 明石市林崎西防波堤灯台、同灯台から南南西2,000ｍの地点、明石市と神戸市の陸岸の境界である陸

岸の地点から南南西 2,000ｍの地点及び同境界点を順次結ぶ線並びに陸岸により囲まれた海域であっ

て、大阪湾に係る部分を除いたもの 

２ 天川河口右岸、同右岸から南南西 3,500ｍの地点、別府南西防波堤先端から南南西 2,000ｍの地点、

瀬戸川河口右岸から南南西 2,000ｍの地点及び同河口右岸を順次結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 

 



３ 中川河口右岸、同右岸から南南西 2,000ｍの地点、妻鹿漁港東(Ⅰ)防波堤に続く導流堤先端から南南

西 2,400ｍの地点、同導流堤先端、同導流堤及び同東(Ⅰ)防波堤を順次結ぶ線及び陸岸により囲まれた

海域 

４ 相生市金ヶ崎から明石市と神戸市の境界である陸岸の地点に至る陸岸の地先海域であって播磨海域

(イ)から播磨海域(ハ)まで及び播磨灘北西部海域に係る部分を除いたもの 

５ 淡路市松帆崎から南あわじ市門崎を経て洲本市生石鼻に至る陸岸の地先海域で、前記松帆崎と明石

市朝霧川河口左岸を結ぶ線及び前記生石鼻と和歌山県和歌山市田倉崎を結ぶ線で区切られる兵庫県

に属する海域。ただし、播磨水域に係る海域を除く。 

 

 

播  磨  灘  北  西  部  海  域 

 

水  域 該  当  類  型 環  境  基  準 
指定年月日 

告 示 番 号 

播 磨 灘 北 西 部 海   域   Ⅱ 全  燐    0.03 mg/ L 

平成 9. 4.28 

環境庁告示 

第 19 号 

(改正)  

平成 15. 3.27 

環境省告示 

第 35 号 

(別記) 

 相生市金ヶ崎と兵庫県西島手繰干埼を結ぶ線、同地点と香川県小豆島藤埼を結ぶ線、同地点と岡山

県稲鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域（播磨灘北西部） 

 


